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　　　　ごみ分別アプリ「さんあ～る」をご利用ください。

●
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
特
定
外
来
生
物
！

〜
防
除
の
た
め
の
講
習
会
を
開
催

し
ま
す
〜

期
日　

６
月
28
日
㈪
・
29
日
㈫

時
間　

い
ず
れ
も
午
後
７
時
〜
８
時

場
所　

市
民
ホ
ー
ル(
本
庁
地
下)

内
容　

オ
オ
ハ
ン
ゴ
ン
ソ
ウ
と
オ
オ
キ
ン
ケ

イ
ギ
ク
の
特
徴
と
駆
除
に
つ
い
て
／

特
定
外
来
生
物
防
除
奨
励
金
制
度
に

つ
い
て
／
高
山
出
前
講
座
の
ご
案
内

(

両
日
同
内
容)

講
師　

㈱
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー

申
込　

事
前
に
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
、

希
望
日
を
TEL
・
FAX
・
MAIL
・
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

＊
オ
ン
ラ
イ
ン
受
講
可

問
合　

環
境
政
策
推
進
課

☎
35ｰ

３
５
３
３

FAX
35ｰ

３
１
６
９

kankyouseisaku@
city.takayam

a.
lg.jp広

報
ID
１
０
０
８
５
０
２

●
乗
鞍
岳
外
来
植
物
除
去
作
業
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

期
日　

７
月
６
日
㈫
、
８
日
㈭
、
21
日
㈬

集
合　

午
前
７
時
45
分
ま
で
に
丹
生
川
支
所

定
員　

各
25
人(

超
え
た
場
合
は
抽
選)

対
象　

飛
驒
地
域
在
住
の
小
学
生
以
上(

小

学
生
は
保
護
者
同
伴)

参
加
料　

バ
ス
代
と
し
て
、
中
学
生
以
上

１
，
５
０
０
円
、
小
学
生
１
，
０
０
０
円（
食

事
券
付
）

申
込　

６
月
18
日
㈮（
３
回
目
は
７
月
２
日

㈮
）ま
で
に
、
申
込
書
を
窓
口
・
郵送
・
FAX

＊
申
込
書
は
市
民
コ
ー
ナ
ー（
本
庁
１
階
）、

各
支
所
に
あ
り
ま
す
。

申
込
先　

㈱
丹
生
川
観
光
☎
35ｰ

７
０
７
０

問
合　

乗
鞍
美
化
の
会
事
務
局(

丹
生
川
支

所
地
域
振
興
課
内)

☎
78ｰ

１
１
１
１

「清流の国ぎふ
　森林・環境税」
　　　を活用しています

　市では、特定外来生物の「オオハンゴン
ソウ」や「オオキンケイギク」の繁殖拡大を
防ぐため、令和3年度の「清流の国ぎふ
森林・環境税」を活用して防除の出前講座
や防除作業などを行っています。

不法投棄は犯罪です！
　市内各地で悪質な不法投棄が発生しています。
場所　上切町地内の山林

　不法投棄は犯罪です。未遂・既遂に関係なく、5年以下
の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれが併科
されます。
　分別帳やアプリ「さんあ～る」を活用しながら、正しい分別・
処理を行いましょう。処理方法が分からないときは、お問い
合わせください。
問合　資源リサイクルセンター  ☎35-1244

◆最近あった市内の不法投棄 (一部 )

▲新宮町 ▲上宝町

▲奥飛驒温泉郷① ▲奥飛驒温泉郷②

◆不法投棄通報受付
　フォームはこちら→
＊現行犯は高山警察署
(☎ 32-0110)にTEL

▲オオハンゴンソウ ▲オオキンケイギク

▲ 4/21 地域住民が発見
　市役所・警察に通報

▲ 5/7 同じ場所に新たな不法
　投棄物を発見


